
令和７・８年度　新ひだか町　建設工事及び設計等業務の発注標準 令和７年３月１０日現在
.
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※１　地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号別表第５の少額随意契約の基準額の改正により、令和７年４月１日より引上げ予定（引上げ後の金額は３月下旬に公布予定）

15,000千円以上

土木一式工事　発注標準 建築一式工事　発注標準 一式工事以外の専門工事　発注標準 設計等業務委託　発注標準

発注標準

（参加形態）

特定JV
又は

経常JV
の結成形態

発注標準

（参加形態）

特定JV
又は

経常JV
の結成形態

発注標準

（参加形態）

特定JV
又は

経常JV
の結成形態

発注標準

（参加形態）

特定JV
又は

経常JV等
の結成形態
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、
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名

競

争

入

札

特定ＪＶ
特定ＪＶ

２者又は３者．．．

200,000千円以上

特定ＪＶ
特定ＪＶ

２者又は３者．．．

　特定Ａ（Ａ+Ａ）（Ａ+Ａ+Ａ）．．．
　特定Ａ（Ａ+Ｂ）（Ａ+Ａ+Ｂ）
　　　　　 （Ａ+Ｂ+Ｂ）．．．

　特定Ａ（Ａ+Ａ）（Ａ+Ａ+Ａ）．．．
　特定Ａ（Ａ+Ｂ）（Ａ+Ａ+Ｂ）
　　　　　 （Ａ+Ｂ+Ｂ）．．．

単体
又は特定ＪＶ

特定ＪＶ
２者又は３者

単体
（又は特定）

特定ＪＶ
２者又は３者

原則、単体とする

JVを活用
する場合

業務規模
・難易度
・特性等
により

JVを活用

100,000千円以上

単体A
又は特定ＪＶ

特定ＪＶ
２者又は３者

80,000千円以上

　特定Ａ（Ａ+Ａ）（Ａ+Ａ+Ａ）．．．
　特定Ａ（Ａ+Ｂ）（Ａ+Ａ+Ｂ）
　　　　　 （Ａ+Ｂ+Ｂ）．．．

単体A
又は特定ＪＶ

特定ＪＶ
2者又は３者

　特定Ａ（Ａ+Ａ）（Ａ+Ａ+Ａ）．．．
　特定Ａ（Ａ+Ｂ）（Ａ+Ａ+Ｂ）
　　　　　 （Ａ+Ｂ+Ｂ）．．．

　経常Ａ（Ａ+Ａ）（Ａ+Ａ+Ａ）
　経常Ａ（Ａ+Ｂ）（Ａ+Ａ+Ｂ）
　　　　　（Ａ+Ｂ+Ｂ）
　経常Ａ（Ｂ+Ｂ）（Ｂ+Ｂ+Ｂ）

50,000千円以上 50,000千円以上

単体A
又は経常ＪＶのＡ

経常ＪＶのＡ
２者又は３者

単体
又は経常ＪＶ

経常ＪＶ
２者又は３者

経常ＪＶのＢ
２者又は３者

　経常B（B+B）（B+B+B）
　経常B（B+C）（B+B+C）
　　　　　（B+C+C）
　経常B（C+C）（C+C+C）単体B

又は経常ＪＶのＢ 　経常B（B+B）（B+B+B）
　経常B（B+C）（B+B+C）
　　　　　（B+C+C）
　経常B（C+C）（C+C+C）

20,000千円以上
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単体A
又は経常ＪＶのＡ

経常ＪＶのＡ
２者又は３者

40,000千円以上
　経常Ａ（Ａ+Ａ）（Ａ+Ａ+Ａ）
　経常Ａ（Ａ+Ｂ）（Ａ+Ａ+Ｂ）
　　　　　（Ａ+Ｂ+Ｂ）
　経常Ａ（Ｂ+Ｂ）（Ｂ+Ｂ+Ｂ）

30,000千円以上

単体B
又は経常ＪＶのＢ 経常ＪＶのＢ

２者又は３者

15,000千円以上

一

般

競

争

入

札

（
簡

易

型

）
単体C

又は経常ＪＶのC 経常ＪＶのC
２者又は３者

＜契約に係る議会の議決＞

新ひだか町の議会の議決に付すべき契約及び財産
の取得又は処分に関する条例第２条に基づき、予定
価格１００，０００千円以上の工事又は製造の請負に
係る契約にあたっては、新ひだか町議会の議決を要
する。

なお、法令により地方公営企業の工事等の契約に
係るものは除く。

＜等級格付のある工種の経常JVの取扱い＞
　ア　経常ＪＶの等級は合算計算による総合評定数値の算定をもとに、単体企業の等級格付基準点により決定すること。
　イ　「経常建設共同企業体試行運用基準」により、経常ＪＶの等級格付における総合評定数値の調整の取扱いがあること。

＜単体企業と経常ＪＶの同時登録の取扱い＞
　ウ　経常建設共同企業体の資格登録がなされた場合、その資格の種類における単体企業（構成員）の資格は、経常建設共同企業体での資格登録期間中は、停止となること。
　　　（同時登録は不可）
　エ　ただし、格付工種においては、同一工種区分の単体企業（構成員）と経常建設共同企業体のランク（等級）が同一の構成員の場合のみ、単体の資格登録の停止を行い、
　　ランク（等級）が異なる構成員の場合は、同時登録を可能とすること。

＜等級格付工種における特定ＪＶの構成員の取扱いについて＞
　オ　特定ＪＶにおいては、単体Ａを代表者とし、経常ＪＶとは別に、単体Ａ・単体Ｂは特定ＪＶの構成員となることができる。なお、Ｃ等級の単体企業と各経常ＪＶとして、特定ＪＶの
　　構成員にはなれません。

１,３00千円以上
※１

　経常C（C+C）（C+C+C）

１,３00千円以上
※１

１,３00千円以上
※１

５00千円以上
※１

【入札方式】

（１）一般競争入札（標準型）
　　　　➡　同種同規模等実積要件有り
　　　　　対象工種の工事～５０，０００千円以上
　　　　　対象業種の委託～１５，０００千円以上
（２）一般競争入札（簡易型）
　　　　➡　原則、同種同規模等実積要件無し
（３）指名競争入札
　　　　➡　指名選考基準による

＜留意事項＞

工事の内容及び性質その他特に必要がある場合、入札不調や不落札となった場合においては、上記の等級区
分や入札方法によらないで、入札を実施する場合があります。
　なお、上記の設計金額帯は概算での設計金額による区分であり、あくまでも目安ですので、ご承知下さい。

一

般

競

争

入

札

（
簡

易

型

）
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競

争

入

札

単体

地域維持ＪＶ
の場合は可

（２者又は３者）

単体C
又は経常ＪＶのC

経常ＪＶのC
２者又は３者 　経常C（C+C）（C+C+C） 原則、単体とする

地域維持JV
の場合は可

（２者又は３者）



令和７・８年度　新ひだか町　建設工事及び設計等業務の発注標準（　参　考　） 令和７年３月１０日現在
.

建設業
法等

監理技
術者専
任配置

※１

監理技
術者専
任配置

※２

主任技
術者監
理技術
者専任
配置
※３

営業所
技術者
等（監
理技術
者・主
任技術
者）専
任配置
※４

主任技
術者専
任配置

※５

議決
要件

※６

共同企業体
構成員数等

※７ 発注標準
(範　囲)

※8

入
札
方
式

入
札
方
式

入
札
方
式

入
札
方
式

３００，０００
千円以上

２００，０００
千円以上

１００，０００
千円以上

９０，０００
千円以上

８０，０００
千円以上

５０，０００
千円以上

４５，０００
千円以上

４０，０００
千円以上

３０，０００
千円以上

２０，０００
千円以上

１５，０００
千円以上 15,000千円以上

５，０００
千円以上

地方自
治法・
町議決
条例

入札契約適
正化法　等

発注者
発注規模等

※９　地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号別表第５の少額随意契約の基準額の改正により、令和７年４月１日より引上げ予定（引上げ後の金額は３月下旬に公布予定）

建設業法、議会議決要件、
共同企業体取扱準則、発注標準等の対比 土木一式工事　発注標準 建築一式工事　発注標準 一式工事以外の専門工事　発注標準 設計等業務委託　発注標準

発注標準

（参加形態）

特定JV
又は

経常JV
の結成形態

単体企業と
経常JVの

同時登録不可

発注標準

（参加形態）

特定JV
又は

経常JV
の結成形態

単体企業と
経常JVの

同時登録不可

単体企業と
経常JVの

同時登録不可

発注標準

（参加形態）

特定JV
又は

経常JV
の結成形態

単体企業と
経常JVの

同時登録不可

発注標準

（参加形態）

特定JV
又は

経常JV等
の結成形態

　特定Ａ（Ａ+Ａ）（Ａ+Ａ+Ａ）．．．
　特定Ａ（Ａ+Ｂ）（Ａ+Ａ+Ｂ）
　　　　　 （Ａ+Ｂ+Ｂ）．．．

単体A
又は経常ＪＶのＡ

経常ＪＶのＡ
２者又は３者

同一等級での
単体と経常JVの
同時登録不可

同一等級の場合
単体登録が停止

　経常Ａ（Ａ+Ａ）（Ａ+Ａ+Ａ）
　経常Ａ（Ａ+Ｂ）（Ａ+Ａ+Ｂ）
　　　　　（Ａ+Ｂ+Ｂ）
　経常Ａ（Ｂ+Ｂ）（Ｂ+Ｂ+Ｂ）50,000千円以上

200,000千円以上

【工
種、規
模、技
術的難
易度
等】
兼任配
置
３００，
０００
千円未
満 等
（例）
※２

特定ＪＶ
特定ＪＶ

２者又は３者．．． 単体Aと単体Bは
特定JVの構成員
としては、参加可

特定JVの代表者は
単体A以上で
あることが必要

共同企業体
※7
※8

（構成員数）

２社又は３者
を原則と し、
発注標準額、
個 々 の 工 事
の規模・技術
的 難 易 度 等
を考慮

（ 構 成 員 の
参加形態）

同　上

（ 共 同 企 業
体 の 参 加 案
件）

同　上
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　特定Ａ（Ａ+Ａ）（Ａ+Ａ+Ａ）．．．
　特定Ａ（Ａ+Ｂ）（Ａ+Ａ+Ｂ）
　　　　　 （Ａ+Ｂ+Ｂ）．．．

単体
（又は特定）

特定ＪＶ
２者又は３者 経常JVの登録

は設けていない

原則、単体
とする

JVを活用
する場合

業務規模
・難易度
・特性等
により

JVを活用

【建築
一式工
事の
み】

兼任配
置

２００，
０００

千円未
満

※３

【建築
一式工
事の
み】

兼任配
置

２００，
０００

千円未
満

※４

【地方
公営企
業の契
約は除

く】
１００，
０００

千円以
上

※６

特定ＪＶ
特定ＪＶ

２者又は３者．．．
単体Aと単体Bは
特定JVの構成員
としては、参加可

特定JVの代表者は
単体A以上で
あることが必要

　特定Ａ（Ａ+Ａ）（Ａ+Ａ+Ａ）．．．
　特定Ａ（Ａ+Ｂ）（Ａ+Ａ+Ｂ）
　　　　　 （Ａ+Ｂ+Ｂ）．．．

100,000千円以上
単体A

又は特定ＪＶ
特定ＪＶ

2者又は３者
単体Aと単体Bは
特定JVの構成員
としては、参加可

特定JVの代表者は
単体Aで

あることが必要

単体
又は特定ＪＶ

特定ＪＶ
２者又は３者

単体は特定JVの
構成員としては

参加可

【建築
一式工
事以
外】

兼任配
置

１００，
０００

千円未
満

※３

【建築
一式工
事以
外】

兼任配
置

１００，
０００

千円未
満

※４

　特定Ａ（Ａ+Ａ）（Ａ+Ａ+Ａ）．．．
　特定Ａ（Ａ+Ｂ）（Ａ+Ａ+Ｂ）
　　　　　 （Ａ+Ｂ+Ｂ）．．．

単体A
又は特定ＪＶ

特定ＪＶ
２者又は３者

単体Aと単体Bは
特定JVの構成員
としては、参加可

特定JVの代表者は
単体Aで

あることが必要

80,000千円以上

50,000千円以上

一
般
競
争
入
札

（
簡
易
型

）

同一等級での
単体と経常JVの
同時登録不可

同一等級の場合
単体登録が停止

一
般
競
争
入
札

（
簡
易
型

）

【
解

体

工

事

の

場

合

　

　

】
一

般

競

争

入

札

(

簡

易

型

)

【
解

体

工

事

以

外

の

場

合

】
指

名

競

争

入

札

単体A
又は経常ＪＶのＡ

経常ＪＶのＡ
２者又は３者 40,000千円以上

　経常Ａ（Ａ+Ａ）（Ａ+Ａ+Ａ）
　経常Ａ（Ａ+Ｂ）（Ａ+Ａ+Ｂ）
　　　　　（Ａ+Ｂ+Ｂ）
　経常Ａ（Ｂ+Ｂ）（Ｂ+Ｂ+Ｂ）30,000千円以上

地域維持JV
の場合は可

（２者又は３者）

経常ＪＶのＢ
２者又は３者

同一等級での
単体と経常JVの
同時登録不可

同一等級の場合
単体登録が停止

　経常B（B+B）（B+B+B）
　経常B（B+C）（B+B+C）
　　　　　（B+C+C）
　経常B（C+C）（C+C+C）

単体B
又は経常ＪＶのＢ

　経常B（B+B）（B+B+B）
　経常B（B+C）（B+B+C）
　　　　　（B+C+C）
　経常B（C+C）（C+C+C）

20,000千円以上

15,000千円以上

単体B
又は経常ＪＶのＢ

経常ＪＶのＢ
２者又は３者

同一等級での
単体と経常JVの
同時登録不可

同一等級の場合
単体登録が停止

単体
又は経常ＪＶ

経常ＪＶ
２者又は３者

単体と経常JVの
同時登録不可

単体登録が停止

原則、単体
とする

１,３00千円以上
※９

同一等級での
単体と経常JVの
同時登録不可

同一等級の場合
単体登録が停止

単体C
又は経常ＪＶのC

経常ＪＶのC
２者又は３者

同一等級での
単体と経常JVの
同時登録不可

同一等級の場合
単体登録が停止　経常C（C+C）（C+C+C）

＜留意事項＞

工事の内容及び性質その他特に必要が
ある場合、入札不調や不落札となった場
合においては、上記の等級区分や入札方
法によらないで、入札を実施する場合が
あります。
なお、上記の設計金額帯は概算での設

計金額による区分であり、あくまでも目
安ですので、ご承知下さい。

＜等級格付のある工種の経常JVの取扱い＞
　ア　経常ＪＶの等級は合算計算による総合評定数値の算定をもとに、単体企業の等級格付基準点により決定すること。
　イ　「経常建設共同企業体試行運用基準」により、経常ＪＶの等級格付における総合評定数値の調整の取扱いがあること。

＜単体企業と経常ＪＶの同時登録の取扱い＞
　ウ　経常建設共同企業体の資格登録がなされた場合、その資格の種類における単体企業（構成員）の資格は、経常建設共同企業体での資格登録期間中は、停止となること。
　　　（同時登録は不可）
　エ　ただし、格付工種においては、同一工種区分の単体企業（構成員）と経常建設共同企業体のランク（等級）が同一の構成員の場合のみ、単体の資格登録の停止を行い、ランク（等級）が異なる構成員の場合は、
　　同時登録を可能とすること。

＜等級格付工種における特定ＪＶの構成員の取扱いについて＞
　オ　特定ＪＶにおいては、単体Ａを代表者とし、経常ＪＶとは別に、単体Ａ・単体Ｂは特定ＪＶの構成員となることができる。なお、Ｃ等級の単体企業と各経常ＪＶとして、特定ＪＶの構成員にはなれません。

＜契約に係る議会の議決＞

新ひだか町の議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
第２条に基づき、予定価格１００，０００千円以上の工事又は製造の請負に係る契約
にあたっては、新ひだか町議会の議決を要する。
　なお、法令により地方公営企業の工事等の契約に係るものは除く。

１,３00千円以上
※９

１,３00千円以上
※９

５00千円以上
※９

建設業法

※1と※5　令和7年2月1日改正引上げ

※2　令和2年10月1日から新設
　　　【　専任特例２号　】
監理技術者補佐の配置・件数等の要件有りの
ほか、発注者等は、特例監理技術者が兼務で
きる工事現場の範囲について、適切に判断す
ることも必要とされており、工事規模や技術的
難易度等の要件を各発注機関の取扱いで定
めている場合有り ～ 監理技術者補佐２人別
途配置を要件とした兼任制度

※3　令和6年12月13日新設
　　　【　専任特例１号　】
ＩＣＴ機器設置、金額・件数等要件有り ～ 情
報通信機器の活用等を要件とした兼任制度

※4　令和6年12月13日新設
　　　【　営業所技術者等兼務　】
ＩＣＴ機器設置、金額・件数等要件有り ～ 営
業所近接、情報通信機器、連絡員配置等を要
件とした兼務制度

※6
令 和 5
年 3 月
17日（
町 条
例 改
正 ） 引
上げ

※7
共 同 企 業 体
運 用 準 則 、
町 共 同 企 業
体 取 扱 要
綱 、 入 札 契
約 適 正 化 指
針等

※8
「総合評定数
値の分布、各
等 級 の 構 成
比、工事予定
価 格 帯 及 び
発注規模、登
録 事 業 者 の
経営規模・施
工能力等を総
合的に勘案す
る。 併せて、
工 事 種 類 間
における調整
も 留 意 し 、 そ
の 他 建 設 業
法 等 関 連 取
扱い等も勘案
すること。

【入札方式】

（１）一般競争入札（標準型）
　　　　➡　同種同規模等実積要件有り
　　　　対象工種の工事～５０，０００千円以上
　　　　対象業種の委託～１５，０００千円以上

（２）一般競争入札（簡易型）
　　　　➡　原則、同種同規模等実積要件無し

（３）指名競争入札
　　　　➡　指名選考基準による

＜共同企業体の目的として＞

■特定建設工事共同企業体（特定ＪＶ）
特定の建設工事の施工を目的として、技術力等を結集することにより工事の安定的施工を確保する場合等で工事の規模、性格等に照らし、共同企業体による施工が必要と認められる場合において、当該工事

ごとに結成される共同企業体をいいます。

■経常建設共同企業体（経常ＪＶ）
　中小・中堅の建設業者が継続的な協業関係を確保することにより、その経営力及び施工力を強化することを目的として結成されるもので、施工する工事が特定されていない共同企業体をいいます。

■地域維持型建設共同企業体（地域維持ＪＶ）
地域の維持管理に不可欠な工事につき、地域の建設業者が持続的な協業関係を確保することにより、その実施体制の安定を確保することを目的として結成されるもので、施工する工事が特定されていない共

同企業体をいいます。

指

名

競

争

入

札

単体
地域維持ＪＶ
の場合は可

（２者又は３者）

経常JVの登録
は設けていない

単体C
又は経常ＪＶのC

経常ＪＶのC
２者又は３者 　経常C（C+C）（C+C+C）

【建築一式工事 以外】※5

専任配置 ４５，０００千円以上

【建築一式工事

のみ】※5

専任配置

９０，０００千円

以上

【建築一式工事 以外】※1

元請工事における下請合計金額

５０，０００千円以上

特定建設業許可 ＋ 監理技術者専任配置

【建築一式工事のみ】※1

元請工事における下請

合計金額

８０，０００千円以上

特定建設業許可 ＋

監理技術者専任配置

【建築一式工事 のみ】

＜参考＞ 建設業許可（建築一式工事のみ １５，０００千円未満又は

延べ面積１５０㎡に満たない木造住宅工事

【建築一式工事 以外】

＜参考＞ 建設業許可（建築一式工事以外 ５，０００千円未満工事）

参考

建設業法関連については、建設業担当行政

庁のホームページ・窓口等にてご確認ください


